
◎石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律 
（令和四年六月一七日法律第七二号）（衆）   

一、 提案理由（令和四年五月一七日・衆議院本会議） 

○関芳弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御

説明申し上げます。 

 本案は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、

所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、本法施行日から二十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族で

あって、労働者災害補償保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した

ものに対し、特別遺族給付金を支給するものとすること、 

 第二に、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限を延長するものとすること 

などであります。 

 本案は、去る十三日の環境委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をも

って委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 

二、 参議院環境委員長報告（令和四年六月一三日） 

○徳永エリ君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、衆議院環境委員長の提出によるものでありまして、石綿による健康被害

を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、特別遺族弔慰金等及び特別遺

族給付金の請求期限の延長並びに特別遺族給付金の対象者に係る死亡時期の延長を行お

うとするものであります。 

 委員会におきましては、請求期限の延長期間を十年とした理由、石綿に起因する疾病

の治療、研究への支援に石綿健康被害救済基金を活用することの是非、特別遺族給付金

の全ての支給対象者への個別通知の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細

は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年六月一〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、石綿による健康被害に対する隙間のない救済の実現に向け、石綿による健康被害の

救済に関する法律に基づく救済措置の内容について、改めて効果的な広報を行い周知

の徹底に努めること。また、本法に基づく特別遺族弔慰金等の支給の請求期限の延長

及び特別遺族給付金の対象者の拡大によって対象となると見込まれる者に対しては、



丁寧な情報提供を行うこと。 

二、国は、石綿による健康被害者に対して最新の医学的知見に基づいた医療を迅速に提

供する観点から、中皮腫に効果のある治療法の研究・開発を促進するための方策につ

いて石綿健康被害救済基金の活用等の検討を早期に開始すること。 

三、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく救済制度が、個別的因果関係を問

わずに重篤な疾病を対象としていることを踏まえ、労働者災害補償保険法において指

定疾病とされている良性石綿胸水、また、石綿肺合併症についても、指定疾病への追

加を検討すること。 

四、石綿にばく露することにより発症する肺がんについては、被認定者数が制度発足時

の推計を大幅に下回っている現状を踏まえ、認定における医学的判定の考え方にばく

露歴を活用することなどについて検討すること。 

五、既に前回の施行状況の検討から五年が経過していることを踏まえ、本法附則の規定

による見直しのほか、改正後の法律について、速やかに施行状況の検討を実施するこ

と。その際、療養者の実情に合わせた個別の給付の在り方、療養手当及び給付額の在

り方、石綿健康被害救済基金及び原因者負担の在り方等についても検討を行うこと。 

  右決議する。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


